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 広 報

シンボル
●村花／フクジュソウ
●村木／茶
●村鳥／セキレイ

『北っ子秋祭り』で餅つき（北小学校）
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３度目の正直でみごと優勝！
　今年８月に行われた全国茶業品評会に出品
された朝迫の森山優一さんが、蒸し製玉緑茶
の部で一等三席と社団法人日本茶業中央会長
賞を受賞。１１月１０・１１日に静岡県で開
かれた第６０回全国お茶まつり静岡大会にお
いて表彰されました。

受賞おめでとうございす。今回入賞
されたお茶畑で撮影。

　第３５回城南地区少年剣道大会が八代市で開催され、
一昨年、昨年と準優勝だった相良南小学校剣道部が見
事優勝を果たしました。優勝したのは女子の部で、先鋒：
吉松志真（５年）中堅：吉松真理（６年）大将：那須
愛純（６年）の３選手。２年連続で準優勝だった悔し
さをバネに、毎日の厳しい練習に耐え、力を付けて望
んだ本大会。念願の優勝で、選手も保護者も指導者の
喜びもひとしお。ぜひ来年は２連覇を！

全国青年大会の陸上競技で二位！

川辺川園の避難訓練
　「川辺川園浴室で出火」の緊急放送・・・
　川辺川園で、１１月１５日午後８時から避難訓練が
行われました。屋内消火栓・消火器を使用した初期消
火訓練や消防団・消防署によるホース延長・結合訓練、
施設職員及び消防署職員より入所者の避難訓練・移送
方法について消防団へ指導がされました。 
参加人員 　・団長他消防団　４、５、６分団　７６名
　　　　　 ・消防署職員　５名
　　　　　 ・施設職員　９８名

三種競技　

走り幅跳び・・・三位

砲 丸 投 げ・・・二位

1500m 走 ・・・二位

喜びのガッツポーズ！
の上村善照さん

（国立競技場にて）

　村体育協会主催の第３１回村民ゲートボー

ル大会が、１１月１４日村総合運動公園グラ

ウンドにおいて、開催されました。

　参加７チームが A・B コートに分かれプレ

ーを楽しみました。上位３チームと参加者の

中から男女別に最高齢者の方が表彰されました。

　結果は次のとおりです。（敬称略）

優　勝　　永寿チーム

準優勝　　松馬場チーム

三　位　　井沢チーム

最高齢者賞　

男　子　　村山善心　８８歳（大谷チーム）

女　子　　鍬田キツ　８７歳（永寿チーム）

合併50周年記念　

全国お茶まつりで一等三席を受賞

生涯スポーツ、
ゲートボール大会

移送方法の指導のようす

優勝おめでとうございます

　第 55 回全国青年大会が、11 月 10 日～ 13 日に東京

都で開催されました。熊本県代表として本村から出場

した陸上競技では、上村善照さん（十島）が男子三種

競技で第二位の成績

をおさめられました。

その他、本村から出

場のボウリングでは

6位に入賞されました。
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北っ子秋祭り

四浦から五木村の国道等で
美化活動実施

ＰＴＡ学年行事で
楽しい餅つき

　１１月２６日（日）に北小学校で、北っ子秋祭り

学習発表会がありました。

　全児童が作ったお米を使い、保護者のみなさんと

餅をついて、丸め、パックに詰めて、参加者へ配ら

れました。昼食は、収穫したお米でおにぎりを作り、

各家庭から持ち寄った材料で、豚汁を作っていただ

きました。

　午後からのもち米販売では、毎年この日を楽しみ

に買いに来られる人もおられました。その後は学年

ごとの合奏や劇などの学習発表があり、保護者や参

加者からたくさんの拍手が送られました。

　映画「虹の谷」の上映もあり、「楽しい 1 日で、

とてもいい思い出になりました。」という子どもた

ちの感想でした。

　１２月９日、南小学校 5 年生ＰＴＡ学年行事で、

１０月に学校田で収穫した餅米３０ｋｇを使って餅

つきが行われました。

　前の日から準備を行い学校の中庭で、おばあちゃ

んたちに協力いただき、保護者と児童がいっしょに

餅をついて、おいしいお餅が出来上がりました。

　去る１１月１日（水）、川辺川ダム関連工事及び

川辺川砂防関連工事において、国土交通省、熊本県、

相良村、五木村、工事業者が参加して美化作業が行

われました。この活動は、環境美化推進を目的とし、

観光客が多くなる紅葉シーズンにあわせて毎年実施

しているものです。

　総勢１３２名が参加し、川辺川ダム工事関連道路、

宮園地区の国道４４５号線のゴミ拾いと除草を実施

し、わずか２時間余りの短い時間に、可燃ゴミ約１

２０ｋｇ、不燃ゴミ約１１０ｋｇが収集されました。

雨・・・十島神社大祭

　11 月 23 日十島神社大祭が行われました。

　雨のため、ステージにはブルーシートが張られ、

その下で、相良中吹奏楽部の演奏や暁保育園の園児

による踊りの披露・急流戦隊 JIN クマレンジャーな

ど、雨にもまけず予定どおり開催されました。

雨のため、シートの中に人がいっぱい

「おいしくなーれ」

お
婆
ち
ゃ
ん
お
願
い
し
ま
す
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相
良
村
教
育
長

　
　
　
　
　
　

西　

浦　
　

弘

初
の
「
小
山
勝
清
展
」
を
終
え
て

初
の
「
小
山
勝
清
展
」
を
終
え
て

オープニング式が行われた「ふるさと館」

展示会場内

第８回　村議会臨時会

１１月１７日に第８回村議会臨時会が開催され、下記のとおり議決されました。

議案第４７号　工事請負契約の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　【原案可決】

議案第４８号　工事請負契約の変更について　　　　　　　　　　　　　　　　 　【原案可決】

発議第１１号　川辺川ダムによらない治水及び利水事業の早期実現に関する意見書【原案可決】

陳情第３号　　国道４４５号の改良に関する要望書　　　　　　　　　　　　　　　【原案採択】

　

こ
の
世
に
２
つ
と
な
い
三
百

余
点
の
逸
品
を
展
示
し
た
20
日

間
の
小
山
勝
清
展
に
、
来
館
者

が
千
人
を
超
え
る
と
い
う
関
心

の
高
さ
は
何
を
物
語
っ
た
か
を

主
催
者
と
し
て
強
く
感
じ
た
。

　

小
山
勝
清
氏
の
作
家
と
し
て

の
偉
大
さ
は
も
と
よ
り
、
こ
れ

ま
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
歌
人
と
し
て
の
す
ば
ら
し

さ
に
改
め
て
触
れ
る
こ
と
が
出

来
た
こ
と
は
、
開
催
を
更
に
有

意
義
な
も
の
に
し
た
。

　

相
良
村
合
併
50
周
年
記
念
事

業
の
一
環
と
は
云
え
、
開
催
に

当
た
っ
て
小
山
勝
清
氏
が
没
後

42
年
を
経
過
し
て
い
る
こ
と
は
、

関
係
者
に
と
っ
て
は
大
き
な
冒

険
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
近

代
文
学
の
巨
匠
と
い
わ
れ
る
小

山
勝
清
氏
の
作
品
展
を
こ
れ
ま

で
開
催
し
た
こ
と
も

な
く
、
相
良
村
が
小

山
勝
清
展
を
開
催
す

る
だ
け
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
持
ち
合
わ
せ
て
い

る
の
か
、
開
催
す
る

か
ら
に
は
、
こ
れ
ま

で
公
表
さ
れ
た
作
品

は
も
と
よ
り
、
未
公

開
の
作
品
を
ど
れ
だ

け
収
集
で
き
る
の
か
、

関
係
者
の
最
大
の
悩

み
で
あ
り
課
題
で
も

あ
っ
た
。

　

な
ぜ
な
ら
、
開
催

す
る
か
ら
に
は
小
山

勝
清
氏
の
全
作
品
を

一
堂
に
集
め
展
示
し

な
け
れ
ば
そ
の
意
義
が
問
わ
れ
、

小
山
勝
清
氏
の
作
家
と
し
て
の

偉
大
さ
を
世
に
ア
ピ
ー
ル
す
る

ど
こ
ろ
か
、
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー

ジ
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
は
し

な
い
か
と
い
う
心
配
が
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
危
惧
は
取
り

越
し
苦
労
で
あ
っ
た
。
来
館
者

に
お
願
い
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト
を

見
る
と
、
来
館
者
は
村
内
は
も

と
よ
り
、
球
磨
郡
、
人
吉
市
、

熊
本
市
を
は
じ
め
と
す
る
県
内

各
地
、
遠
く
は
広
島
県
か
ら
も

来
て
い
た
だ
い
た
。
年
代
別
に

見
る
と
50
歳
代
〜
60
歳
代
の
方

が
ほ
と
ん
ど
で
、
小
山
勝
清
氏

の
出
版
物
が
50
歳
代
か
ら
60
歳

代
の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
た

の
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

協
力
者
の
周
到
な
計
画
と
準
備
、

作
品
の
配
列
な
ど
、
小
山
勝
清

展
へ
の
熱
い
想
い
が
客
足
を
引

き
つ
け
、
全
て
の
来
館
者
が
企

画
に
満
足
し
た
と
答
え
て
い
た

だ
い
た
上
に
、
こ
の
展
示
は
今

回
で
終
わ
ら
せ
て
も
ら
い
た
く

な
い
、
と
い
う
声
を
主
催
者
と

し
て
大
事
に
し
て
い
き
た
い
。

と
同
時
に
、
小
山
勝
清
氏
の
偉

大
な
業
績
を
後
世
に
伝
え
、
語

り
継
ぐ
重
大
な
責
務
を
負
わ
さ

れ
た
感
を
強
く
し
た
。

　

今
回
の
開
催
で
、
偉
大
な
作

家
を
生
ん
だ
相
良
村
の
村
民
と

し
て
生
き
る
こ
と
は
私
た
ち
の

誇
り
で
あ
り
、
村
民
の
郷
土
愛

が
こ
れ
を
機
に
更
に
向
上
し
て

い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

　

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
開

催
に
当
た
っ
て
ご
協
力
い
た
だ

い
た
小
山
ナ
ヲ
エ
氏
、
上
田
精

一
氏
、
池
井
浩
之
氏
に
は
一
方

な
ら
ぬ
ご
支
援
と
ご
協
力
を
い

た
だ
き
、
近
代
文
学
館
を
は
じ

め
多
く
の
協
力
者
の
方
々
に
心

か
ら
感
謝
申
し
上
げ
、
開
催
に

当
た
っ
て
の
御
礼
と
致
し
ま
す
。
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「川辺川ダムによらない治水及び利水事業の早期実現に関する意見書（要約）」

　川辺川ダム建設・国営川辺川利水事業については、平成 6 年 5 月相良村議会において

〔川辺川ダム建設の早期実現に関する意見書〕を関係行政庁に提出しています。

　昭和 30 年後半の度重なる洪水対策、食糧増産のための新田開発が望まれるなどダム

建設の機運があったのも事実であります。計画策定から 40 年、農業情勢等も大きく変

化致しました。

　まず、川辺川ダム建設ですが、定期的な砂利除去・堤防カサ上げ・宅地カサ上げで充

分対応できます。今年 7 月の洪水でも例年の水位よりも 2 メートル以上水位が下がりま

した。いつ出来るか判らないダム建設を待つより、速効性ある治水事業を望むものです。

　次に川辺川利水事業については、次の理由で参加を辞退します。

① 農業情勢の変化・・・減反対策、農産物の輸入自由化、農業従事者の高齢化、後継者難

② 水代等の維持管理費・・・採算の合わない事業・・・いずれ年金で負担

③ 村の財政圧迫　　　④　既得水利権の問題

安倍総理大臣の「美しい国づくり」の提唱に賛同し、清流『川辺川』を大事に後世に残

すことが私たちの役目と認識しております。

　地方自治法第 99 条により意見書の提出を致します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成 18 年 11 月 17 日　相良村議会

国の関係省庁に対する意見書の提出及び議員研修報告

＜期　日＞　平成 18 年 11 月 30 日（木）～ 12 月 2 日（金）

＜参加者＞　横山良継、小善満子、生駒浩一、東憲十郎、宮原一一、村山昭憲、吉松美代

※ 11 月 17 日の議会臨時会において議員派遣が全員賛成で可決された。

＜行　程＞　11 月 30 日　群馬県（株式会社関越物産群馬工場）

　　　　　　12 月 1 日　東京（国の関係省庁へ意見書提出）

　　　　　　12 月 2 日　東京新宿青果市場研修

「川辺川ダムによらない治水および利水事業の早期実現に関する意見書」の提出

　今回の関係省庁への意見書の提出には、矢上村長及び行政改革推進委員会緒方俊一郎会長も

同行しました。

　国土交通省治水課事業管理室豊口佳之課長補佐、

農林水産省岩村和平水利整備課長、財務省主計局

冨永主計官にそれぞれ意見書を提出しました。そ

の後、県選出国会議員を訪問しました。

　今回の議会だよりでは、意見書提出を報告します。

（国会意見書提出先）

　　　　　財 務 大 臣　尾身幸次

　　　　　国土交通大臣　冬柴鉄三

　　　　　農林水産大臣　松岡利勝

議 会 だ よ り
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にかかわる重大な問題であるという十分な認識のもとに教育委員会も学校長から学校の現状と

取組みを直接聞くなどして、いじめ根絶のために危機感をもって取組んでおります。

　いじめは、人間の業（ごう）ともいうべき根の深い問題であり、学校を非難することで解決

するような単純な問題ではないのです。が再び犠牲者を出さない為にも、村をあげて、どの子

にも起こり得るいじめサインを見逃さず、児童生徒の安全確保に全力をあげて取組むべき時で

あることを声を大にしてお願い申し上げ、教育委員会からのいじめの根絶のための緊急アピー

ルとします。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相良村教育委員会　☎３５－１０３９

！いじめ
り得るものですが、決して許されないことです。

地域が連携して、取り組みましょう

子どもたちが発する危険信号を見逃さず、兆候をいち早く

把握してください。

「いじめは絶対に許されない」という認識を子どもたち

一人ひとりに徹底させてください。

いじめる子どもに対してはきちんと指導を行うとともに、

いじめられている子どもを徹底して守りましょう。

大人たちへ

政府広報
内閣官房・文部科学省

【政府広報オンライン】
http://www.gov-online.go.jp/

文部科学省・
国立教育政策研究所
いじめ問題相談機関情報

http://www.nicer.go.jp/
integration/user/map.php

（ 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　   ）
各都道府県・市町村

教育委員会の相談窓口の
電話番号が掲載されています。

全国の児童相談所の
相談窓口へ

http://www.i-kosodate.net/
search/pblc-srvc/cnsl-offc/
counsel.asp

（　　　　　　　　　　　　　　  ）全国の児童相談所の相談窓口の
電話番号が掲載されています。
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いじめ根絶のための取り組み
　１９９４年末、「今日、もっていく金がどうしてもみつからない」という遺書を残して自殺す

る事件が愛知県で起きました。これを重く受けとめ、文部省をはじめ教育委員会や学校は、い

じめ対策に懸命に取り組んで、ひとまず鎮静化したやに思われたのです。ところが今回、また、

北海道の小学校と福岡県の中学校で、いじめが原因と見られる子どもの自殺事件が起きて、大

きな社会問題となっていることは皆さんもご承知のとおりです。

　いじめは、いじめられる人の人間性を否定し、将来の夢や希望を一瞬にして奪い去る、人権

ストップ
いじめは、どの子どもにも、どの学校でも起こ

いじめの問題を隠さず、学校、家庭、

君たちは決して一人ではありません。

一人だけで苦しまず、誰かに話す勇気を持ってください。

悩みを受けとめてくれる人は必ずいます。

どうか、たった一つしかない命を大切にしてください。

子どもたちへ
きみ けっ ひとり

ひとり

ひと いのち たいせつ

くる

なや う ひと かなら

だれ はな ゆうき も

各都道府県警察本部
少年サポートセンターの

少年相談窓口へ

法務局・地方法務局
子どもの人権110番

0570-070-110
（全国共通）

受付時間
平日午前8：00～午後5：15

http://www.npa.go.jp/higaisya/

http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

都道府県警察の少年相談窓口の
電話番号が掲載されています。（　　　　　　　　　　　　　　）

shien/torikumi/madoguchi.htm
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第 ７ 号

教育委員会  社会教育係
☎ ３５-１０３９

生涯学習に関する問い合わせ

生涯学習のひろば生涯学習のひろば生涯学習のひろば
いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習いつでも どこでも だれでも いま広がる 生涯学習

四浦和紙材料「かじの木・原木」
情報提供にご協力ください！！

第１回相良村生涯学習フェスティバル

「菊池恵楓園研修会」
相良村人権教育研修会

　相良村生涯学習センターでは、下記のとおり生
涯学習フェスティバルを開催します。
　村内の生涯学習受講生の発表や作品展示、四浦
和紙、こんにゃくづくり体験など楽しいイベント
を企画しています。詳しくは来月号でお知らせい
たします。

記
１　期日　平成19年２月25日（日）　午前９時～
２　場所　相良村生涯学習センター

　相良村生涯学習センターでは、毎年小学校卒業

証書作成のため、「四浦和紙づくり」を行っており

ますが、和紙の材料となる「かじの木」が不足し

ております。

　そこで、村民の皆様に、「かじの木」を無償で提供、

ご協力いただける方を募集しています。

　「あの場所にある」といった情報提供のみでも構

いません。

　村民の皆様、ご協力よろしくお願いします。

相良村生涯学習センターがサポートし、その特技を
活かした講座の企画を実現いたします。
活動例：スポーツ、手芸、書道、園芸、パソコン等
◎お問い合わせ：教育委員会（☎３５－１０３９）
　　　　　生涯学習センター（☎３６－０１２１）

生涯学習指導者を募集しています！
様々な特技をお持ちの方、是非地域の

 生涯学習活動に役立ててみませんか？

　１１月１５日（水）、相良村人権教育推進協議会・

相良村社会福祉協議会共催で、人権教育研修会が

開催されました。

　今回は、３２名参加し、ハンセン病に関する正

しい知識と理解を深めるため、「国立療養所 菊池

恵楓園」（合志市）を訪れました。

　初めに、工藤昌敏さん（入所者自治会長）より

恵楓園に入所してからのご自身の半生についてお

話いただき、その後コンクリート塀、納骨堂、監

禁室など園内を

見学しました。

　今回の訪問を

通し、”現地に学

ぶ”ことの大切

さを改めて認識

しました。

「子育て応援講座」
食について考える

　１２月３日（日）、熊本県生涯学習推進センター・

相良村教育委員会共催（後援：相良村婦人会）で、

総合体育館研修室において、熊本栄養士会・猿渡

ヒサ子さんの講演会が開催されました。

　今回は、食育をテーマに、子どもと食事の大切

さについて講演されました。

　猿渡さんは、子どもたちの食生活の現状と食育

基本法の理念について説明され、その上で望まし

い食生活について「早寝・早起き・1 日 3 食をしっ

かり食べる、運

動すること」の

健康 3 原則を実

践することが重

要だと話されま

した。
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会　
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歯
科
医
師
会
）

☎
０
９
０
―
３
１
９
２
―
９
２
１
２

国民年金国民年金
インフォメーション

保健福祉のひろば

保健福祉課（直通）
　　 ☎ ３５-１０３２　
　　FAX３５-００１１ 　

国保係ー内線２５　戸籍係ー内線２９
保健係ー内線２６
福祉係ー内線２４・２８
生活環境係ー内線２８まで

お問合わせは
年金の繰上げ請求ができます

　老齢基礎年金は、原則 65 歳から受け取

れますが、希望すれば 60 歳から繰り上げ

て受け取ることができます。

［繰上げ支給］

　繰上げ請求をした月から 65 歳になるま

での月数に応じて、０．５％きざみで減額

率が決まります。

 〈計算式〉支給額＝本来の老齢基礎年金の年金額×請求年月に応じた支給率

（例）62 歳 5ヶ月で請求する場合

　　７９２，１００円×８４．５％＝６６９ , ３００円（月額５５，７７５円）

6 0 歳

6 1 歳

6 2 歳

6 3 歳

6 4 歳

6 5 歳

5 5 4 , 5 0 0 円 （ 月 額 4 6 , 2 0 8 円 ）

6 0 2 , 0 0 0 円 （ 月 額 5 0 , 1 6 7 円 ）

6 4 9 , 5 0 0 円 （ 月 額 5 4 , 1 2 5 円 ）

6 9 7 , 0 0 0 円 （ 月 額 5 8 , 0 8 3 円 ）

7 4 4 , 6 0 0 円 （ 月 額 6 2 , 0 5 0 円 ）

7 9 2 , 1 0 0 円 （ 月 額 6 6 , 0 0 8 円 ）

7 0 . 0 ％

7 6 . 0 ％

8 2 . 0 ％

8 8 . 0 ％

9 4 . 0 ％

1 0 0 . 0 ％

ワンポイント
アドバイス

年　齢 支 給 率 支 　 　 　 給 　 　 　 額

老 齢 基 礎 年 金 の 繰 上 げ 請 求 は よ く 考 え て
繰上げ請求は、次のことにご注意ください。
・６５歳になっても減額率はそのままです。
・遺族年金を受けている人は、６５歳になるまでどちらか一方の年金を選択
　することになります。
・寡婦年金を受けている人は、その受給権がなくなります。
・６５歳前に障害者や寡婦となった場合、障害基礎年金や寡婦年金は受けられ
　ません。

安
心
し
て
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な
時
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そ
ん
な
時
…
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様
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歯
科
衛
生
士
の
資
格
を

お
持
ち
の
皆
様
へ

12月小児科在宅当番医

*1日　堤病院附属九日町診療所小児科（☎ 2 2 - 2 2 5 1 ）
*2日　たかはし小児科内科医院　　（☎ 2 4 - 2 2 2 2 ）
*3日　増田クリニック　　　　　　（☎ 2 2 - 3 5 7 0 ）
*7日　やまむら医院　　　　　　　（☎ 4 5 - 0 0 0 5 ）
*8日　人吉総合病院小児科　　　　（☎ 2 2 - 2 1 9 1 ）
14日　増田クリニック　　　　　　（☎ 2 2 - 3 5 7 0 ）
21日　堤病院附属九日町診療所小児科（☎ 2 2 - 2 2 5 1 ）
28日　やまむら医院　　　　　　　（☎ 4 5 - 0 0 0 5 ）

○受診時間午前9時から午後5時まで○

＊受診される場合は、医療
   機関へ連絡してください。

厚生労働省指定法人

財団法人

21 世紀職業財団

熊 本 事 業 所
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★ 受付時に持参するもの　
　（１）「保育所入所申込書（新規）」または「継続入所児童の家庭状況調査表（継続）」（児童一人
　　　 １枚）及び「保育所入所面接調査票」（世帯１枚）
　（２）平成１８年分（平成１９年度）源泉徴収票
　　　　※給与所得者及び青色申告者の専従者の方。
　（３）就労（予定）証明書
         ※源泉徴収票のとれない給与所得者・パート勤務者・内職
　　　　従事者、平成１９年４月１日から就職予定の方等
　（４）自営業従事証明書
　　　  ※自営業に従事されている方は、地区の区長、または民生委員の証明が必要です
　（５）看護等証明書（診断書）
　　　　※母の出産、父母の病気、父母が病人の看護等で申請している場合
　（６）平成１６年分（平成１７年度）課税証明
　　　 ※平成１８年１月１日以降、相良村に転入された方は、前市（区）町村役場から取り寄せ
　　　　　てください
　（７）印鑑（認印で可）
　　（注１）　児童と同居している父母または６５歳未満の祖父母の方は（１）～（４）の該当す
　　　　　　る書類を、（５）（６）については該当される方のみご持参ください。
　　（注２）　（１）（３）（４）の用紙は、相良村役場保健福祉課及び村内各保育所（園）にありま
　　　　　　すので、必要事項を記入し当日ご持参ください。
　　（注３） 在宅障害者（児）がおられる世帯については、障害者手帳をご持参ください。
●　四浦保育所あざみ園については、平成１９年４月から運営を社会福祉法人なつめ福祉会へ移
　　管する予定で進めています。
※詳細については、相良村保健福祉課福祉係（☎３５－１０３２）へお問い合わせください。

熊本県医療安全相談窓口の設置　

医療に関する患者や家族からの相談などを受け付ける「医療安全相談窓口」を設置しています。
◇ 設置場所　〒８６２－８５７０　
　　　　　　 熊本市水前寺６丁目１８番１号
　　　　　　　熊本県健康福祉部医療政策総室内（県庁新館４階）
◇ 受 付 日　月曜日～金曜日（休日及び年末年始を除く日）
◇ 受付時間　９時～１７時
◇ 受付対応　看護師及び担当職員
◇ 相談内容　医療に関する患者やその家族からの相談等

平成１９年度　（平成１９年４月１日からの入所分）

保 育 所 入 所 受 付 案 内

入所申込保育所 受　付　日 受　付　場　所時　　　間

四浦保育所あざみ園

村外（広域）保育所

四浦保育所あざみ園

相良村役場２階会議室

相良村役場２階会議室
な つ め 保 育 園

暁　保　育　園

*9：00 ～ 11：30

*9：00 ～ 16：00

13：30 ～ 16：00
平成19年1月18日（木）

平成19年1月19日（金）

★ 受付及び受付場所

【受付・問合せ先】
熊本県健康福祉部医療政策総室　
　   ☎  ０９６－３８３－７０２０　
　FAX ０９６－３８５－１７５４
人吉保健所　総務企画課　
　   ☎   ２２－３１０７　
　FAX２２－４３９２
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かかったかなと思ったら
48時間以内に受診しましょう
抗インフルエンザウイルス薬
があります。
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熊本県特定不妊治療費助成事業のお知らせ

　熊本県では、特定不妊治療（体外受精又は顕微授精）を受けられた夫婦に対し、
治療費の助成を行います。
◇ 受 付 期 間　治療を終了した日の属する年度の末日（３月３１日）まで。
◇ 対　象　者　次の全てに該当する人
・ 夫婦のいずれかが県内（熊本市を除く）にお住まいで、指定医療機関において体外受精又は
　 顕微授精以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断され  
　 た夫婦。
・ 指定医療機関で特定不妊治療を実施した夫婦。
・ 夫婦の所得の合計額が６５０万円未満であること。
・ 夫婦のいずれかが不妊治療費にかかる費用について、熊本市又は県外の地方公共団体から助
　成を受けていないこと。
◇ 助 成 内 容　夫婦一組に対し特定不妊治療費（入院費、食事代等治療に直接関係ない費用を
　　　　　　　　除く）を、１年度につき１０万円を限度として、通算して５年度まで助成します。
◇ 申請の方法　熊本県特定不妊治療費助成事業申請書ほか添付書類が必要です。
　　　　　　　 詳細については、人吉保健所へお問い合わせください。

【相談・問合せ先】人吉保健所　人吉市寺町１２－１　☎２２－３１０７
〈不妊相談〉熊本県女性相談センター（熊本県福祉総合相談所内）
熊本市長嶺南２丁目３－３　☎０９６－３８１－４３４０
　・電話相談　平日（月～金）９時から１６時　
　・面接相談　第４金曜日の午後（予約が必要です）

戦傷病者の妻の方々に特別給付金が支給されます

　この特別給付金は、戦傷病者を永年介護されてきた奥様のご苦労に対し、国として慰藉を行う

ことを目的として、戦傷病者の奥様に支給するものです。

◎「第十八回特別給付金」または「第二十回特別給付金」を受給されていた戦傷病者の妻の場合

　　次のいずれかの制度の対象となります。

　　※ 上記国債を時効により失権した場合でも、各制度の対象となります。

　「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の継続支給

　★ 戦傷病者の方が、平成１８年１０月１日に、増加恩給、傷病年金、特例傷病恩給、障害年金

　　等を受けている場合に、その妻に支給します。

　　　　[ 額面１００万円から６０万円（軽症者の方は２分の１の額）、１０年の国債 ]

　「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」の特例支給

　★ 戦傷病者の方が、平成８年１０月１日（又は平成５年４月１日）以降平成１５年３月３１日

　　までの間に、一般の怪我や病気で死亡（平病死）された場合に、その妻に支給します。

　　　　[ 額面５万円、５年の国債 ]

　「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給

　★ 戦傷病者の方が、平成８年１０月１日（又は平成５年４月１日）以降平成１５年３月３１日

　　までの間に、公務傷病や勤務関連傷病で死亡された場合に、その妻に支給します。

　　　　[ 額面２００万円から６０万円、１０年の国債 ]

◎ 新たに戦傷病者の妻となられた場合

　★ 平成１３年４月２日から平成１５年４月１日の間に、夫が戦傷病者として、増加恩給、傷病

　　年金、特例傷病恩給、障害年金等の受給権を取得した場合に、その妻に支給します。

　★ 上記の期間内に、戦傷病者としてこれらの年金を受けている方と婚姻をした妻に支給します。

　　　　[ 額面３０万円（軽症者の方は１５万円）、１０年の国債 ]

◇ 受付期間　平成１８年１０月２日から平成２１年９月３０日まで
【受付窓口・問合せ先】　保健福祉課　援護担当（☎３５－１０３２）
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）
、
③

木
の
パ
ズ
ル

●
貸
出
対
象　

★
イ
ベ
ン
ト
・

行
事
等
で
木
製
遊
具
を
利
用
す

る
方
、
★
子
育
て
支
援
、
教
育
、

保
育
等
の
た
め
に
乳
幼
児
、
児
童
、

生
徒
が
集
団
で
生
活
す
る
場
で

使
用
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

方【
問
合
せ
先
】　
　
　

林
業
振
興
課
県
産
材
利
用
推
進
室

☎ 

０
９
６-

３
３
３-

２
４
４
８

　

内
線
（
５
６
４
１
）

℻

０
９
６-

３
８
１-

８
７
１
０

平
成
19
年
度
第
１
学
期
放
送
大

学
学
生
募
集

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
（
ス
カ

イ
パ
ー
フ
ェ
ク
Ｔ
Ｖ
！
）
を
利

用
し
て
授
業
を
行
う
正
規
の
大

学
で
す
。

▽
募
集
期
間　

12
月
15
日
〜　

　
　
　
　

平
成
19
年
２
月
15
日

▽ 

教
養
学
部　

①
全
科
履
修
生
（
４
年
以
上
在

　

学
し
、
学
士
を
目
指
す
学
生
）

②
選
科
履
修
生
（
１
年
間
在
学
し
、

　

希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

③
科
目
履
修
生
（
６
か
月
間
在

　

学
し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

○
人
文
・
社
会
・
自
然
・
産
業

　

等
の
幅
広
い
分
野
の
科
目
（
約

　

３
０
０
科
目
）
か
ら
学
べ
ま
す
。

○
15
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
誰
で

　

も
選
科
・
科
目
履
修
生
に
入

　

学
で
き
ま
す
。

▽ 

大
学
院

①
修
士
選
科
生
（
１
年
間
在
学

　

し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

②
修
士
科
目
生
（
６
か
月
間
在

　

学
し
、
希
望
す
る
科
目
を
履
修
）

○
18
歳
以
上
で
あ
れ
ば
、
誰
で

　

も
入
学
で
き
ま
す
。

※ 

教
養
学
部
・
大
学
院
共
に
入

学
試
験
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
資
料
請
求
・
問
合
せ
先
】

放
送
大
学　

熊
本
学
習
セ
ン
タ
ー

〒
８
６
０
‐
８
５
５
５　

熊
本
市
黒
髪
２
‐
40
‐
１　

熊
本
大
学
内

☎ 

０
９
６-

３
４
１-

０
８
６
０

　

ビ
ジ
ネ
ス
・
キ
ャ
リ
ア
試
験
は
、

企
業
で
求
め
ら
れ
る
職
務
の
遂

行
に
必
要
な
専
門
知
識
や
実
務

能
力
を
評
価
す
る
試
験
制
度
で
す
。

 

試
験
に
は
、
職
務
分
野
を
１
４

０
ユ
ニ
ッ
ト
に
分
け
、
専
門
知

識
や
実
務
能
力
を
評
価
す
る
「
ビ

ジ
ネ
ス
・
キ
ャ
リ
ア
・
ユ
ニ
ッ

ト
試
験
」
と
、
職
務
分
野
全
般

に
求
め
ら
れ
る
広
範
囲
な
専
門

知
識
と
そ
の
応
用
力
・
企
画
力

を
評
価
す
る
上
級
レ
ベ
ル
の
「
ビ

ジ
ネ
ス
・
キ
ャ
リ
ア
・
マ
ス
タ

ー
試
験
」
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
19
年
度
に
試
験

制
度
が
大
幅
に
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル

さ
れ
ま
す
の
で
、
詳
細
に
つ
い

て
は
中
央
職
業
能
力
開
発
協
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

平
成

18
年
度
後
期
試
験
は
、

次
の
と
お
り
実
施
し
ま
す
。

▽ 

受
験
申
請
受
付
期
間　

　

平
成
19
年
１
月
４
日(

木) 　

　

〜
17
日(

水)

▽
試
験
実
施
日　

　

平
成
19
年
３
月
３
日
（
土
）
、

　

４
日
（
日
）

＊
ビ
ジ
ネ
ス･

キ
ャ
リ
ア･

マ
ス

　

タ
ー
試
験
は
３
月
４
日
（
日
）

【
問
合
せ
先
】

〒
８
６
２
‐
０
９
５
０

熊
本
市
水
前
寺
６
丁
目
５
番
19
号

熊
本
県
住
宅
供
給
公
社
ビ
ル
２

階
２
０
１
号

熊
本
県
職
業
能
力
開
発
協
会　

総
務
・
開
発
振
興
課　

☎
０
９
６-

３
８
４-

１
７
１
１

℻
０
９
６-

３
８
４-

２
６
７
６

U
R

L

h
ttp

://w
w

w
.b

c.ja
v
a
d
a
.o

r.jp
/

　

野
生
動
物
の
肉
を
生
で
食
べ

た
り
、
加
熱
不
十
分
な
状
態
で

食
べ
た
こ
と
に
よ
り
Ｅ
型
肝
炎

ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
食
中
毒

事
例
が
こ
れ
ま
で
に
発
生
し
て

い
ま
す
が
、
今
般
、
北
海
道
に

お
い
て
、
加
熱
不
十
分
な
豚
内

臓
を
食
べ
て
Ｅ
型
肝
炎
ウ
イ
ル

ス
に
感
染
し
た
と
思
わ
れ
る
事

例
が
相
次
い
で
発
生
し
て
い
た

と
の
新
聞
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

　

Ｅ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
は
、
妊

婦
や
高
齢
者
に
感
染
す
る
と
劇

症
肝
炎
を
発
症
し
、
死
亡
す
る

率
が
高
い
と
い
う
研
究
結
果
が

あ
り
、
特
に
気
を
つ
け
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

　

Ｅ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
の
感
染

を
防
止
す
る
た
め
に
、
次
の
点

に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

○
豚
肉
由
来
の
食
品
を
食
べ
る

場
合
に
は
、
十
分
な
加
熱
を
行

い
ま
し
ょ
う
。

○
シ
カ
や
イ
ノ
シ
シ
な
ど
の
野

生
動
物
の
肉
は
、
生
で
食
べ
る

こ
と
を
控
え
、
十
分
な
加
熱
を

行
い
ま
し
ょ
う
（
野
生
動
物
は
、

Ｅ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
以
外
に
も

人
獣
共
通
感
染
症
や
食
中
毒
の

原
因
と
な
る
病
原
微
生
物
、
寄

生
虫
等
を
保
有
し
て
い
る
可
能

性
が
あ
り
ま
す
）。

【
問
合
せ
先
】

人
吉
保
健
所

☎
２
２
‐
３
１
０
７

＊
Ｅ
型
肝
炎
に
関
す
る
情
報

（
Ｑ
＆
Ａ
）

厚
生
労
働
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

h
ttp

://w
w

w
.m

h
lw

.g
o
.jp

/h

o
u

d
o
u

/
2

0
0

3
/
0

8
/
h

0
8

1
9

-

2
a
.h

tm
l
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◇日　時　平成１９年１月２１日（日）１３：００開会　１５：４０閉会
◇場　所　あさぎり町　せきれい館
◇入場料　無料
◇内　容　・講演　オフィスピュア代表　たもつゆかり氏
　　　　　　『地域づくりと男女共同参画』
　　　　　　～認め合い　支えあい　確かに　つながる力を地域の力に～
　　　　　・演劇　ときめき座

　平成 18 年 6 月 1 日に改正消防法が施行され、新築住宅においては火災警報器の設置が義務付
けられるとともに、今お住まいの住宅（既存住宅）に関しては、人吉下球磨消防組合条例に従
って平成 23 年 5 月 31 日までに設置が必要です。

すべての住宅に　住宅用火災警報器を！！

男と女男と女男と女男と女 ～ともに　認めあい　支えあい～

ひと ひと

平成 18 年度　男女共同参画フォーラム開催
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平成１８年度　調理師業務従事者届の提出のお知らせ

平成１８年１２月３１日現在、調理師免許をお持ちの方で
熊本県内で調理業務に従事している方が対象です。

◇ 提出期限　平成１９年１月１５日（月）

◇ 届出用紙の設置場所　県庁健康づくり推進課、各保健所、熊本市各保健センター

◇ 届出先　

・就業地が熊本市にある人⇒県庁健康づくり推進課

・就業地が熊本市以外の人⇒就業地の保健所

【問合せ先】熊本県健康福祉部健康づくり推進課　健康づくり企画・栄養班

　　　　　 ☎０９６－３３３－２２０８　内線（７１１０）

　　　　　 FAX ０９６－３８３－０４９８

※但し、輪転機の場合は、用紙持ち込みの場合とする。用紙持ち込みがない場合は用紙代１円を加算する。

　尚、上記価格表に記載のないものについては、実情に応じ実勢価格を参考にして、本人了解の上、価格

を決定する。この場合、本人が了解しない場合は本人からの依頼はなかったものとする。

【問合せ先】役場総務課　☎３５－０２１１

1/50 , 0 00

1 /25 , 0 00

1 /10 , 0 00

1 /10 , 0 00

白　黒　

カラー　

白　黒　

カラー　

種　　　　　　　別 数　量 単　価

500 円

1 , 0 00 円

1 , 0 00 円

4 , 0 00 円

20 円

100 円

1 , 0 00 円

1 , 0 00 円

5 円

2 , 5 00 円

2 , 0 00 円

2 , 0 00 円

300 円

1 枚

1 枚

1 枚

　

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 枚

1 冊

1 冊

1 冊

1 組

管 内 地 図

コ ピ ー 機

拡 大 機

輪 転 機

村 政 要 覧

決 算 書

予 算 書

議 案 書 （ 補 正 ）

4 枚 1 組

平成19年1月1日から各種団体及び公務外
のコピー機等の使用料が有料になります。
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村 税 の 徴 収 に 県 職 員 を 派 遣村 税 の 徴 収 に 県 職 員 を 派 遣村 税 の 徴 収 に 県 職 員 を 派 遣村 税 の 徴 収 に 県 職 員 を 派 遣

　熊本県では、「県税及び市町村税の徴収向上対策に係る職員派遣制度」実施しており、

平成１８年度は、県職員１人が相良村に派遣されます。

　この制度は、熊本県個人住民税徴収向上対策に基づき、市町村税務職員の滞納整理

の技術向上を図り、もって県及び市町村の税収向上に資するため、県の税務職員を市

町村に派遣するものです。

　これまで郡市内３町で実施されており、県職員から滞納整理の指導を受け、税の収

納率向上に寄与しています。

　相良村では、平成１９年１月１０日から３月７日まで、球磨地域振興局の税務課職

員に、任命辞令や徴税吏員証を交付し、村職員とともに滞納処分（動産（自動車など）・

不動産・債権の差押えなど）を実施します。

【問合せ先】役場税務課　☎３５－１０３１

悪徳商法に注意！！　11

①突然、男性が一人暮らしの高齢者宅を訪問してきて、「近くを通りかかったところ、お宅の屋

　根から煙が出ていました。心配なので屋根を見てあげます。」と言った。

② 高齢者は心配になり、屋根を見てもらうよう依頼した。

③しばらくして屋根から降りてきた業者は、「屋根がこんなになっていました。間に合って良か

　ったですね。」と言って、腐れかけた板と焼け焦げた電線のようなものを見せた。

④そこで、業者は「今すぐ屋根を修理しないと危険です。30 万円くらいでできますよ。」と高齢

　者に工事を勧め、高齢者は承諾した。

⑤ 1 時間程で「工事が終わりました。代金は 30 万円です。」と言った。

⑥高齢者が現金の持ち合わせがないことを告げたところ、業者は高齢者を金融機関に連れて行き、

　貯金から 30 万円を下ろさせ、お金を受け取り領収書を交付した。業者は契約書は交付してい

　ない。

〈アドバイス〉
①知らない人から屋根工事を勧められても応じないこと。

②屋根の不具合を指摘された時は、あわてて契約しないで

　知り合いの大工さんに見てもらうことが大切。

③断っているのに業者が屋根に上がった時は、深水駐在所

（☎３５－０００３）、人吉警察署（☎２３－４１１０）に連絡を。

相談事例：70 歳代　女性　一人暮らし

平成 18 年度現在までの相良村

差押えの執行状況

○不動産　            4 件

○預貯金               5 件

○国税還付金 　   18 件

○売掛金・出資金　7 件
※滞納処分の為タイヤロック
　（車止め）を購入。 今後、給与等差押え実施へ

納税は国民の
義務です。
納 期 限 内 に
納めましょう。
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★１月は国民健康保険税第９期・村県民

税第４期の納付月です。納め忘れのない

よう便利な口座振替のご利用を！

★保育料は毎月納期限内に納めましょう！

保育料の納期は毎月２５日です。（２５日

が土・日の場合は、翌日になります。）

日 月 火 水 木 金 土

変更になる場合もあります。 ◆保健福祉関係　●教育委員会関係等1月の行事予定

7 8

2 3 4 5 6112/31

14 15 16 17 18 19 20

9 10 11 12 13

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

●カラオケ教室（午
前））

◆院内断酒会（午
後2:00～3:30）光
生病院　

●椿の会(11:00
～12:00）吉田病
院　　　
●手編み教室（午
前）

◆母子健康手帳
交付・母親学級(受
付9:00～9:20役
場１階保健室）～
11:00まで

●カラオケ教室
（夜間）

◆社会保険出張相
談(受付9:00～11:30，
13:00～14:30）人
吉総合病院　　　
◆3～4か月児健診・
ＢＣＧ接種（H18.9.6
～10.5生）山江村会
場　　　　

●カラオケ教室（午
前）

●手編み教室（午
前）

◆すこやか育児相
談（総合発達相談）
午前10:00～人吉保
健所

◆ 断 酒 教 室（ 午 後
1:30～）人吉保健所

● 村 民 駅 伝 大 会
（10:00～）

◆あすなろ会（午後
7:00～8:00）多良木
町保健センター　　
◆６か月児育児学級
(H18.5～6生）（受付
13:20～13:30）総合
体育館1階　　　　
　

◆心の健康相談（受
付14:00～事前予約）
人吉保健所　　　
◆乳幼児精神発達
相談（午後1:30～）
人吉保健所

◆断酒友の会（午後
7:00～9:00）錦町総
合福祉センター

◆断酒友の会（午後
7:00～9:00）錦町総
合福祉センター　
◆院内断酒会（午後
7:00～8:00）吉田病
院

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦
町総合福祉セン
ター

◆心の健康相談
（受付14:00～事
前予約）人吉保健
所　　
◆精神障害者の
会（フレンド会）

（11:00～）人吉保
健所　

◆あすなろ会（午
後7:00～8:00）多
良木町保健セン
ター

●成人式（1:00～
2:30）　総合体育
館研修室　　

◆断酒友の会（午
後7:00～9:00）錦
町総合福祉セン
ター

◆社会保険出張
相談(受付9:00～
11:30，13:00～
14:30）多良木町
役場
●カラオケ教室

（夜間）　　　　 
●出初式

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日

●総合体育館休館日 ●総合体育館休館日 ●総合体育館休館日

●家庭の日

●地域パトロールの日

元　　日

成人の日

●総合体育館休館日

●地域子育ての日

●読書の日・ノー
テレビデー

●読書の日・ノー
テレビデー

●読書の日・ノー
テレビデー

●読書の日・ノー
テレビデー

年末年始の人吉球磨クリーンプラザ開場日のお知らせ

※年末は大混雑が予想されます。早めの搬入をお願いします。人吉球磨クリーンプラザ☎２２－１４１４

開場日 通常開場閉場日

天
皇

誕
生
日

仕
事
納
め

仕
事
始
め

大

晦

日

元
　

旦

閉場日

平成 18 年 12 月 平成 19 年１月
日 543213130282726252423 29

金木水火月日土木水火月日土 金曜

備

考
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師
走
に
な
っ
た
ら
風
が
と
て

も
冷
た
く
な
り
ま
し
た
。
体
調

を
悪
く
し
て
い
る
人
が
増
え
て

き
ま
し
た
が
、
年
末
年
始
は
健

康
で
過
ご
し
た
い
で
す
よ
ね
。

　

今
年
は
ど
ん
な
１
年
だ
っ
た

で
し
ょ
う
か
？
い
い
こ
と
は
心

に
留
め
て
、
い
や
な
こ
と
は
完

全
リ
セ
ッ
ト
し
て
、
新
た
な
気

持
ち
で
新
し
い
年
を
迎
え
た
い

で
す
ね
。　
　
　
　
　

（
Ｋ
・
Ｔ
）

 

香
典
返
し
（
11
月
分
）

　

 

相
良
村
社
会
福
祉
協
議
会
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

(

敬
称
略)

相良村の人口と世帯
（11月末現在）

世帯数  １，６９８世帯（△１）

男　性  ２，５６２人　（△１）

女　性  ２，９２６人　（△６）

合　計  ５，４８８人　（△７）

（　）内は、先月末との差

編

集

後

記

　

（
寄
付
者
） 

（
区
名
）

　

豊
福　

正
光　

（
中
央
区
）

　

宮
川
大
次
郎　

（
並
木
野
区
）

　
　

田　
　

茂　

（
並
木
野
区
）

『毎日お仕事ご苦労様です。』
　村内４園の子どもたちが、勤労感謝の日を前に村内事業所を訪れ、「毎日お仕事ご苦労様です。
これからも元気で、お仕事頑張ってください。」と感謝の言葉と、手作りの品物が贈られました。

　国民健康保険税・軽自動車税・簡易水道使用料・下水
道使用料の納付書の様式が11月分より圧縮はがき（メー
ルシーラー）による納付書に変更になりました。
　なお、村県民税・固定資産税・住宅使用料・介護保険
料・保育料については、これまでどおり納付書が封書で
送付されます。
＊注意　各種督促については、すべて圧縮はがき（メー
ルシーラー）の納付書になります。

あざみ園 和光幼児園

なつめ保育園 暁保育園

各種納付には便利な口座振替のご利用を !
【問合せ先】　　　　　　　　　　　 （直通電話番号）
税務課（各種税金）　　　　　　　　３５－１０３１
総務課（住宅使用料）　　　　　　　３５－０２１１
保健福祉課（介護保険料・保育料）　３５－１０３２
建設課（簡易水道・下水道使用料）　３５－１０３５

相良村の納付書の様式が変わりました。




